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「本国税務等総合相談説明会」開催のご案内 
 

 時下 皆様には平素より格別のご厚情をたまわり、衷心より御礼申し上げます。  

 今般、駐日韓国大使館主催による「日本に居住する在外国民に対する税務や商取引

についての総合説明会」が下記の如く開催されます。（別紙ご参照ください。）  

 本国国税庁・特許庁の担当官をはじめ、会計士・弁護士など専門家による在日韓国

人を対象とした、官民合同の説明会と相談会です。  

 ご関心のある方、または相談をご希望される方は、別紙申込書にご記入の上、必ず

事前に参加申し込み（民団神奈川県本部生活部へ FAX 送）をおこなって、当日ご参加

下さい。 （※相談のある方は、その内容も記入する事。 同時通訳の準備有り。） 

敬具 

記 
    

 日時 2010 年 ７月 ６日（火） 午後２時から  

          (14:00 より分野別説明会･15:00 より個別相談会)  
         

 場所 韓国文化院 2Ｆ ﾊﾝﾏｳﾑﾎｰﾙ（地下鉄丸の内線四谷 4丁目下車徒歩 3 分）  

    （住所：東京都新宿区四谷 4-4-10・℡：03-3452-7611） 
         

 内容 在日同胞が所有する韓国の不動産に対する相続・贈与・譲渡の問題  

    在日同胞による韓国への投資（不動産・金融）及び送金・搬出の問題  

    在日同胞の本国事業進出と所得税・法人税・基本税法の解説  

    関税賦課と輸出入の通関に関する解説  

    特許権・著作権に関わる諸問題 

 

◆参加希望者は別紙ご記入の上、6月 28 日（月）までにＦＡＸにてお申し込み下さい。 

◆この説明会相談会についてのお問合せは、民団神奈川県本部生活部 

（℡：045-316-0815）担当：崔まで。 

以上 

 

 

神奈川韓国商工会議所 会長 全 玉 勲 
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参加希望者はこの用紙に記入の上、次の番号へＦＡＸにてお申し込み下さい 
    

民団神奈川 生活部 宛  ＦＡＸ番号 045-316-0031 
    

駐日大韓民国大使館主催「税務等総合相談説明会」 

参 加 申 請 書 
    

「税務等総合相談説明会」に参加します。 

 氏名             
参加者 

（年齢：  才）（男・女）（職業：       ） 

住 所 
（〒      ） 

  

電話番号   

 
    

※ 個別相談を希望される場合は、この申請書にもご記入ください。 

個 別 相 談 申 請 書 
 ◆相談内容を下欄に簡単にご記入ください。 

 

◎申請者多数の場合、個別相談を受けられない事があります。ご了承下さい。 


